
 

                                様式４ 

審 議 結 果 

会 議 名 第２回川口市交通安全対策協議会 

開 催 日 時 令和５年３月２０日（月） 午後２時から３時まで  

開 催 場 所 第一本庁舎６階 ６０１大会議室 

出 席 者 

（会長に◎、副会長に

○） 

別紙会議録に記載 

議 題 

（１） 市内の交通事故状況について 

（２） 令和３年の市内の交通事故の統計データについて 

（３） 川口市交通事故発生実態等に即した重点目標について 

公開／非公開の別 公開 

非 公 開 の 理 由 
 
 

傍 聴 人 の 数 ０名 

会 議 資 料 別紙のとおり 

審 議 経 過 別紙会議録のとおり 

そ の 他  

 



会議録 

名 称 川口市交通安全対策協議会 

日 時 令和５年３月２０日（月） 午後２時００分～３時００分 

会 場 第一本庁舎６階 ６０１大会議室 

出席者 (委 員) ◎石原美知子、○佐藤征己、峯岸ヨシ子、中原栄次、 

      原島潔、平田清武、矢作知久、鶴見文治、小堀貴紀 

山本智久 

（幹 事） 満保利光、北嶋貴行、福田晃三、松嶋広昌、丸山陽一 

（事務局） 石坂部長、春原課長、小野補佐、輿石補佐、山田係長 

概 要 １ 開会 

（事務局) 令和４年度第２回川口市交通安全対策協議会を開会する。 

 

２ 会長挨拶 

（会長） 昨年の全国の交通事故死者数は、２，６１０人と前年比２６人

の減少となり、１９４８年の統計開始以来、過去最小を更新した。 

県内では、昨年１年間の交通事故死者数は１０４人で前年より１４人

の減少となったが、昨年は２月、３月、５月、９月に１ヶ月間の交通事

故死者が１０人に達したことから「交通死亡事故多発警報」が発令され、

広く皆様に交通事故防止への協力を訴えたところでもある。川口市にお

いては、交通事故死者数は７人と、前年より２人の減少となったが、７

人全てが高齢者であり、高齢者の方へ、通行中の危険性について認識し

ていただくなどの啓発が必要であると、改めて感じる。 

本年もこのような中、川口、武南両警察署、関係各位のご協力をいた

だきながら、市民一丸となり、交通安全運動の取り組みをなお一層の連

携・協力を保ちながら「交通死亡事故ゼロ」を目指していきたいと考え

ている。 

当協議会が有意義になるように、委員の皆様の協力を得ながら、運営

していきたい。 

 

３ 議事 

（事務局) 川口市交通安全対策協議会条例第７条により、会長を議長とし 

議事を進行する。 

 



（議 長) 議題(１)市内の交通事故状況について、満保幹事に説明をお願 

いする。 

 

（幹 事) 令和４年の交通事故状況を説明する。埼玉県内の交通事故死者

数は１０４人で、全国でワースト８位であったが、前年からの減少数は

１４人で、全国で３番目であった。交通事故死者数は１０４人で、昭和

２９年以降最小の人数を更新し、交通人身事故件数及び負傷者数につい

ても、平成２３年以降１２年連続で減少している。交通事故死者を年齢

別で見ると、６５歳以上の高齢者が６５人、全体の６２．５％を占めて

おり、２年連続で６０％を超えている状況である。交通人身事故全体を

状態別で見ると、約半分が歩行中の事故であり、道路を横断する際の左

右確認が不十分だったことによる事故が多く発生した。 

なお、川口市内の交通事故発生状況としては、資料１ページ、人身事

故１，２１９件、前年比１件減。死者数７人、前年比２人減。負傷者数

１，３６０人、前年比３４人減。物件交通事故９，５７６件、前年比 

３８１件増。１０年前と比較すると、平成２４年の人身事故件数は 

１，０９２件減、負傷者数は１，３１７人減と大幅に減少した。一方、

人身事故と物件事故の交通事故総件数では大きく変化はない状況であ

る。人身事故件数が減少している理由としては、車の安全性能の向上、

道路環境の改善、人々の安全に対する意識の変容によるものであると考

えられる。物件事故を含めた交通事故総件数は減少していないことから、

人身事故件数もいつ増加に転じてもおかしくないという認識をもつ必要

がある。 

また、事故の原因では脇見が８１９件で最も多く、全体の６７．４％、

次いで一時不停止が７２件となっている。死傷者数を年齢層別でみると

４０歳代が２４７人で一番多く、次いで３０歳代が２４１人となってい

る。死傷者の状態別でみると自動車乗車中が５６３人、次いで自転車が

４１２人となっている。 

交通死亡事故については、７人すべてが７５歳以上の高齢者である。

原因としては歩行者妨害が３件、脇見が２件、状態別では歩行中が５人、

自転車乗車中が１人、２輪車乗車中が１人となっている。ここで資料２

ページ、市町村別高齢者死傷者数等についてであるが、川口市の死傷者

数は、県内７２市町村中さいたま市に次いで２番目に多い数となってお



り、死者数は７人中全員が高齢者となっている。 

続いて令和５年１月の市内の交通事故発生状況については、交通死亡

事故は発生していないが、交通人身事故が７７件、前年比５件減、負傷

者数９２人、前年比１人増、物件交通事故は７３２件、８１件減となっ

ている。 

死亡事故抑止対策目標として、チャレンジキープ０と称し、交通死亡

事故０日数の継続を目指し、きらめきトリプルＨ運動（早めのライト・

反射材着用・歩行者保護）を中心とした交通事故抑止対策に皆様の協力

をいただきながら取り組んで参りたい。また、埼玉県警では歩行者優先

及び道路の正しい横断に関する交通ルールの定着化に向けた取り組みの

強化を推進している。埼玉県警で導入している交通事故分析システムを

活用しながら、交通事故多発地域を分析し、多発エリアにおいて、取り

締まりや交通安全キャンペーンの実施、交通安全教育等の推進強化に取

り組んでいく。 

また、４月１日から改正道路交通法が施行され、現在は幼児・児童が

自転車を運転する時に、保護者が幼児・児童にヘルメットを着用させる

ことを努力義務としているが、この改正により、全年齢層において自転

車利用者のヘルメット着用が努力義務化されることになる。川口・武南

警察署ともに、悲惨な交通事故の減少に向けて、ご説明した対策を積極

的に実施して参りたい。皆様には、死亡事故の抑止に向けた対策に賛同

いただき、安全な道路環境の実現にご尽力いただきたい。 

 

（議 長) 今の説明に対して質問は。 

 

（委 員) 自転車のヘルメットはどのようなところで購入できるのか。 

 

（幹 事） 自転車販売店や、現在は法改正に向けて、量販店でもコーナ

ーを設けて販売しているようである。 

   

（委 員） 努力義務から義務化に移行していくのか。 

 

（幹 事） 自動車の安全性能が向上し、死亡事故が自転車乗用中のみ、

というような状況になれば、そうなるかもしれない。 



（議 長） 他に何かあるか。 

 

（委 員） 特になし。 

 

（議 長) 議事(２) 令和３年の市内の交通事故の統計データについて、

事務局より説明をお願いする。 

 

（事務局） 令和４年の交通事故発生状況の詳細な内容については、議事

１のとおりであるが、大きく分けてどのような事故が多いのか、移動手

段別の死傷者数の割合や年齢別の死傷者数の割合を説明する。なお、こ

れから説明する議事２については、統計データがまとまっていないため、

令和３年中のデータによる説明になる。 

  資料３ページ「１ 類型別件数」について、説明の前に、類型別の区

分けについての補足説明をさせていただく。円グラフの下の表の一番左、

車両相互の車両とは、※印１のとおり、自動車、原動機付自転車、軽車

両及びトロリーバスを指しており、自転車は含んでいない。その右の自

転車対車両とは、※印２のとおり、自転車相互及び自転車対車両を指し

ている。この表の件数を割合で表示したものが上の円グラフとなる。円

グラフを見ると、右半分、自転車を除く車両相互の事故が件数で約半数、

自転車相互並びに自転車対車両の事故が３４％で約３分の１、歩行者対

自転車を含む車両の事故が１５％で約６分の１となっている。 

次に「２ 状態別死傷者数」のうち、左側、死者数を見ると歩行中が

５６％を占めており、自転車乗用中が３３％となっている。上の「類型

別件数」と比較すると、歩行者対車両は上のグラフでは１５％に対し、

死者数では歩行中５６％と、歩行中の交通事故が死亡につながる割合が

高いことがわかる。一方右側の負傷者数をみると、上の類型別件数の円

グラフと比較して、上のグラフでは歩行者対車両１５％に対し、右下の

グラフでは歩行中１３％、上のグラフでは自転車対車両３４％に対し、

右下のグラフでは自転車乗用中３０％、上のグラフでは車両相互５０％

に対し、四輪車乗用中と二輪車乗用中を足して５７％と、負傷者数は事

故件数の割合に類似しているような状況である。 

資料４ページ、「３ 年齢層別死傷者数」については、右側の負傷者数

は年代ごとの差はさほど大きくないが、左側の死者数は６５歳以上の方



が９人中７人と、約８割を占めている。 

このように令和３年中の交通事故を類型別、状態別、年齢層別で見る

と、交通事故で亡くなっているのは、歩行中や自転車乗用中の高齢者の

方が多く、高齢者の方には、歩行中や自転車乗用中には周囲の車両等に

十分気を付けていただく必要があり、また、車両の運転手は、歩行や自

転車乗用中の高齢者がいた場合には注意していただく必要があると考え

られる。今後もこうした傾向をとらえ、周知啓発して参りたい。 

   

（議 長） 何か質問等はあるか。 

 

（委 員） なし。 

 

（議 長) 議事(３) 川口市交通事故発生実態等に即した重点目標につい

て、事務局より説明をお願いする。 

 

（事務局） 資料５ページ上段に記載の３項目が、令和５年度の本市「重

点目標」の事務局(案)である。また、その下には、参考として、過去の

重点目標を掲載している。 

令和５年度は、「子供と高齢者の交通事故防止」「自転車の交通ルール

の徹底」「飲酒運転の根絶」の３点を、引き続き重点目標としたい。なお、

「第１１次川口市交通安全計画」においても、以上３点を、交通安全対

策の重点としている。資料６ページ、第１１次川口市交通安全計画は、

当協議会でも昨年度ご審議いただいたもので、令和３年度から７年度ま

での５か年にわたり、３交通安全対策の重点に挙げた３点を重点目標と

し、本市が交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るために実施す

る各種施策を策定したものある。 

資料５ページに戻り、重点目標(案)とした理由を説明する。 

１点目の「子供と高齢者の交通事故防止」は、議事の（１）で説明し

た本市の交通事故発生状況において、中学生以下の子供の交通事故死傷

者数が、令和３年の８３人から令和４年は８４人へ、６５歳以上の高齢

者の交通事故死傷者数が、令和３年の１９９人から令和４年は２３２人

へそれぞれ増加しており、また、高齢者が犠牲となる痛ましい死亡事故

が発生していることから、引き続き「子供」と「高齢者」を重点対象と



したい。 

次に、２点目の「自転車の交通ルールの徹底」については、川口市内

の交通事故の状況として、資料戻り議事２の３ページ下段、２ 状態別

死傷者数の左の円グラフにもあるように、死者数は歩行中に次いで自転

車乗用中が多く、右の円グラフ、負傷者数は四輪車乗車中に次いで自転

車乗用中が多いことから、今後も市民総ぐるみで自転車の安全利用を推

進し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため

にも、引き続き重点目標としたい。 

資料５ページに戻り、最後に、３点目の「飲酒運転の根絶」は、飲酒

運転が重大事故に繋がる大変危険な行為であり、根絶に向けて、継続し

た取り組みが必要であることから、引き続き重点目標としたい。 

 

（幹 事） 昨日までの今年度救急搬送された市立学校の子供の交通事故

件数を参考に報告する。小学校が５１件、中学校が４７件、高等学校が

３件、状態別では自転車乗用中が７６件、歩行中が２０件、その他キッ

クボードなどが５件となっている。１０月以降の夕刻以降の事故が多く、

交差点での一時不停止が原因であることが多い。 

  また、平成２３年か２４年に市内の小学生が、ローラーシューズで止

まることができずに、トラックの下敷きになり重体となってしまったと

いう事故を受けて、川口市補導会においてスケートボード、ローラース

ケート、ローラーシューズ、キックボードの公道での使用は禁止と指導

しているが、いまだに使用が見受けられるので、教育委員会としてもし

っかり指導して参りたい。 

 

（議 長） 議事（３）について、質問や意見はあるか。 

 

（委 員） なし。 

 

（議 長） 事務局の原案どおりとすることに決定する。 

 

（議 長） 以上で議事は終了だが、意見等はあるか。 

 

（委 員） 高齢者の事故が多いことや市の重点目標を「子供と高齢者の



交通事故防止」にするという説明があったが、川口・武南警察署の啓発

活動はかなり活発に実施しているものの、川口市は高齢者施設、高齢者

団体ともに多いと思うので、そうしたところに直接呼びかけるなど、啓

発を実施していくとよいのではないか。 

 

（幹 事） 警察では、先ほど説明した交通事故分析システムを利用して、

交通事故発生状況のデータと市町村から提供された人口のデータを取り

込み、高齢者が多く住んでいる地域と事故の発生場所をクロスさせて、

その地域を中心に高齢者世帯訪問を実施している。この世帯訪問では交

通事故のみならず、特殊詐欺についても呼びかけをおこなっている。今

後は世帯訪問と合わせて、高齢者が集まる場所で効率的に呼びかけを実

施して参りたい。 

  また、川口・武南警察署において、市の薬剤師会に働きかけ、薬局の

窓口でのチラシの配架や呼びかけを実施している。今後も病院などでも

そうした啓発をできるよう働きかけを行って参りたい。 

 

（委 員） 街頭での呼びかけよりも世帯訪問の方が効果が高いと考えら

れるので、積極的に実施していただきたい。 

 

（議 長） 他に意見等はあるか。 

 

（委 員） 飲酒運転が後を絶たないというのは、居酒屋などに車で行っ

た帰りに飲酒運転をしているのか。それとも家で飲酒した後に出かけて

いるのか。これだけ世間の意識も高くなってきているのに、どのような

状況で見られるのか。 

 

（幹 事） 家族がいる家庭で飲酒後に運転するようなことはないし、業

務中の飲酒運転については、少し前に八街市で業務中に飲酒運転をして

起きた大きな事故があったが、現在は厳罰化され、業務中の運転につい

てアルコールチェック等の強化もされているので、減少している。やは

り多いのは飲食店での飲酒後に飲酒運転をしてしまうケースである。飲

食店もドライバーへの酒類の提供が罪になるため、確認は徹底している

とは思うが、少し離れた駐車場に駐車して歩いて飲食店に行くなど、店



が把握できない状況で飲酒運転をしているのであると考えられる。今後

も取締りの強化、店への指導を徹底して参りたい。 

 

（委 員） 都市部よりも郊外の方が多いのか。 

 

（幹 事） 郊外の方が交通の便が悪く自家用車で出勤している人も多い

ので、多い傾向にある。 

 

（委 員） 先ほど議事（３）の子供の交通事故件数の説明があったが、

夏休みが多いとか、登下校時が多いとか、どのような傾向があるのか。 

 

（幹 事） 夏休み中は確かに多いが、学校がある時期も夕方に事故は発

生している。 

 

（幹 事） 月別に見ると４月、５月が増加傾向にある。春の全国交通安

全運動はそうした時期に実施して啓発している。また、小学校３～４年

生は自転車運転中の事故が増えるので、小学校４年生には自転車免許の

取得などの交通安全教育を実施し、対策を行っている。 

 

（議 長） 他に意見等がなければ議事を終了する。 

 

（事務局） 事務局より連絡事項がある。昨年９月に開催した川口市交通

安全市民総ぐるみ大会には、たくさんの方にご来場いただき、交通安全

意識の高揚を図ったところである。来年度は、９月２３日土曜日、秋分

の日に、今年度同様、南平文化会館での開催を予定している。後日案内

状を送付するのでぜひご臨席いただきたい。 

 

４ 閉会 

（事務局） 以上で令和４年度第２回川口市交通安全対策協議会を終了す 

る。 

 


